
船舶事故調査報告書 

令和４年７月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年１月１２日 １５時４１分ごろ 

発生場所 兵庫県東播磨港新島
にいじま

公共ふ頭 

 東播磨港別府東防波堤灯台から真方位０４４.７°１.１７海里付近 

 （概位 北緯３４°４２.７′ 東経１３４°５１.２′） 

事故の概要  貨物船HONG
ホ ン

 TONG
ト ン

 9 は、離岸操船中、岸壁係留中の貨物船寿
ひさ

吉
よし

丸及

び貨物船三萬
さんまん

吉
よし

に衝突した。 

事故調査の経過 令和４年２月１６日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 HONG TONG 9（ベリーズ籍）、２,９９７トン 

９６４６０２７（ＩＭＯ番号）、HAN X 

Ｂ 貨物船 寿吉丸、２８７トン 

   １４３２１５、株式会社寿吉 

Ｃ 貨物船 三萬吉、２６７トン 

   １４１９０４、有限会社三萬吉 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（中華人民共和国籍）、免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ、五級（航海） 

Ｃ 船長Ｃ、五級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷外板に擦過傷 

Ｂ 右舷ハンドレールに擦過傷 

Ｃ 右舷船首部フェアリーダーに擦過傷 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北西、風速 約１０m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の初期 

兵庫県播磨町には、令和４年１月１１日０４時２４分に強風注意報

が発表され、本事故当時も継続中であった。 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａほか１２人（全員中華人民共和国籍）が乗り組み、

船長Ａの操船により、西北西方の岸壁にシフトする目的で、船首を西

北西方に向けて新島公共ふ頭岸壁に左舷着けとしていた状態から離岸

操船を開始した。 

 Ａ船は、船尾を右方に振って離岸を開始し、係留索を放したとこ

ろ、急に強まった約１０m/s の北西風により東南東方へ圧流され、同

岸壁に左舷着けとしていたＢ船右舷側及びＣ船右舷船首部に衝突し

た。 

 船長Ａは、離岸前に気象及び海象の情報を収集しておらず、強風注

意報が発表されていることを知らなかった。 



 Ｂ船は、船長Ｂほか３人が乗り組み、また、Ｃ船は、船長Ｃほか３

人が乗り組み、共に船首を西北西方に向けて左舷着けでそれぞれ係留

していたところ、Ａ船が衝突した。 

分析  Ａ船は、強風注意報が発表されている状況下、船長Ａが、同注意報

が発表されていることを知らないまま離岸操船する際、係留索を放し

て西北西方に向かって離岸操船を始めたことから、急に強まった約 

１０m/s の北西風により東南東方へ圧流され、Ｂ船及びＣ船に衝突し

たものと考えられる。 

 Ｂ船及びＣ船は、それぞれ係留中、Ａ船が衝突したものと考えられ

る。 

原因  本事故は、Ａ船が、強風注意報が発表されている状況下、船長Ａ

が、同注意報が発表されていることを知らないまま離岸操船する際、

係留索を放して西北西方に向かって離岸操船を始めたため、急に強ま

った約１０m/s の北西風により東南東方へ圧流され、Ｂ船及びＣ船に

衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、出航前に気象情報及び海象情報を必ず入手して離岸の可

否を判断し、離岸操船が困難になると判断した場合、出航を一時

見合わせること。 

 ・船長は、離岸操船する際に、風の影響で船体が圧流されるおそれ

がある場合、タグボートの使用も検討すること。 

 


